
中川出張所の紹介

　中川出張所は昭和３６年に設置され現在に至ってます。職員は３名、業務委託３名で業務を

実施しています。

　担当している管理区域は中川約６ｋｍで関係の行政機関は松伏町・吉川市・越谷市・草加市

になります。綾瀬川の管理区間は約９ｋｍで関係行政機関は越谷市・草加市・八潮市・足立区

になります。綾瀬川放水路は約４ｋｍで関係行政機関は草加市・八潮市になります。

以上３河川を担当しています。

排水機場（ポンプ場）としまして、八潮排水機場（１００㎥/S)、伝右川排水機場（１５㎥/S)も
管理しています。
　川の水質に変化等感じたとき（多くの魚が死んでいた時や油が、流れているとき等々）は当

出張所に連絡を御願いします。

　

　

 国土交通省関東地方整備局
 江戸川河川事務所
 中川出張所発行
 電話０４８－９６２－２６３４
 ２００９年０４月１５日【第６号】

「利根川水系連合水防演習」につい
て

平成２１年　５月１６日（土）
栃木県佐野市船津川町地先（渡良瀬川左岸２０．
０Ｋ付近）
午前９：００～（雨天決行）

「水防月間」について
　昭和61年（１９８６年）８月の台風10号による出水の
際における懸命な水防活動を契機として、水防活動がき
わめて重要であることが再認識されたため、昭和62年
（１９８７年）から毎年出水期前の５月（梅雨のない北
海道は６月）を水防月間とし、水防の重要性を国民に周
知すること等を目的として各種の行事を実施していす。

こんな時はご相談下さい。

堤防のそばに建設する場合堤防のそばを掘る場合
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地域の方からのご意見・ご相談や、河川の占用申請の相談窓
口です。
　河川付近での工作物の設置や、土地の掘削等、土地の形
状を変える場合等は、河川法の許可が必要となります。
（河川法２４・２６・５５条など）
　出張所は、そういった許可の申請窓口になっております。

　川の相談窓口を設置しています。



八潮市大曽根地区です。

綾瀬川で自然を感じる事が
出来る場所です。水草や魚
昆虫、小鳥を観ることがで
きます。
綾瀬川と繋がっており、潮汐
により池の水位が変化します

越谷市中島地区です。

中川の水を安全に流すため
堤防を大きく造りました。
堤防の土は、前面の高水敷
を掘削して利用しました。

草加市手代町
八潮市南後谷地区です。

堤防の天端を舗装しました。
地元の方々から良くなった
と言われました。

工事中地元の皆さんには色々なご迷惑をおかけしましたが
ご協力頂いたおかげで良いものができたと思っています。
ありがとうございました。

   下記のホームページで詳しい情報がチェックできま
す！

江戸川河川事務所のページ 　 　　　江戸川、中川、綾瀬川に関する総合的なサイトです。

　　　　　　　　　　ＨＰアドレス　：　http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/index.html

 川の防災情報                                　川の水位や、降雨の状況などがわかる防災用のページです。

　　     　　　　　　 ＨＰアドレス　：　http://www.i.river.go.jp/




